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「遺贈寄付」とは、亡くなったときに残った財産の一部または全部を遺言等によって、社会課題解

決のために使ってもらうよう、公益団体などに寄付することを言います。 

 

「遺贈寄付」と聞くと、高額な単位じゃないと寄付できない、あるいは少額の寄付は申し訳ない、お

金持ちがするものという先入観をお持ちの方がまだ多いと思われますが、実際にはお金持ちの

方だけのものではなく、１０万から数十万円といった単位での「少額遺贈寄付」（※）も広がってき

ており、一般の方が利用するものになってきております。 

（※）一例ですが、１０万円は保護犬２頭のドッグフード１年分であり、NPO にとっては貴重な資金

源となります。「少額遺贈寄付」も広がっていることを知ったことをきっかけに、私にとっても「遺贈

寄付」が自分事として認識できるようになりました。 

 

「遺贈寄付」の方法にはいくつか種類（※）がありますが、そのうち「遺言による寄付」は「財産の

全部又は一部を民間非営利団体等に寄付することを遺言で残す」方法になります。 

（※）その他の方法として「死因贈与契約による寄付」「生命保険による寄付」「信託による寄付」

「相続財産の寄付（相続人が被相続人の手紙、エンディングノートなどに基づき相続財産を寄付」

等があります。 

 

「遺贈寄付」を行う上での注意点は、「遺言書の作成が必須」「遺留分への配慮」「寄付先の選定

と適格性の確認」「税務上の確認」「手続きの流れを確認」「家族や関係者との話し合い」等ありま

すが、そのうちの「寄付先の選定と適格性の確認」については、具体的には以下のような点を確

認等することが必要です。 

・公益法人や NPO 法人、地方自治体など、受け入れ可能な団体かを事前に確認する 

・団体の財務状況や活動実績をチェックし、信頼できるかを見極める 

・団体によっては、不動産や特定の財産の受け入れが難しい場合があるため、事前に相談 

 

「遺贈寄付」は、社会貢献の素晴らしい方法ですが、このように適切な手続きを踏まなければ実

行できないこともあります。事前に遺言書をしっかり作成し、家族・専門家・寄付先と相談しながら、

スムーズに実現できるよう準備を進めていく必要があります。 

 

このたび日税グループの信託会社・日税信託では「遺言信託」の取扱いを開始しました。「遺贈寄

付」についても、「遺言（遺言信託）」と従来から取り扱いのある「信託」を通じて、お手伝いをさせ

ていただける体制が整っております。ご相談は無料ですのでお気軽に同社にお問い合わせくださ

い。 
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＜著者プロフィール＞ 

株式会社日税経営情報センター 
2018年創業。全国の中小企業や経営者に対して、顧問税理士と共に経営に関する専門的なコンサルティ

ング及び、M&Aをはじめとした資産・事業承継を検討から実行までのサービスを提供している。 

■■■■ 著 作 権 な ど ■■■■■ 

著作権者の承諾なしにコンテンツを複製、他の電子メディアや印刷物などに再利用(転用)することは、著作

権法に触れる行為となります。また、メールマガジンにより専門的アドバイスまたはサービスを提供するもの

ではありません。貴社の事業に影響を及ぼす可能性のある一切の決定または行為を行う前に必ず資格の

ある専門家のアドバイスを受ける必要があります。メールマガジンにより依拠することによりメールマガジン

をお読み頂いている方々が被った損失について一切責任を負わないものとします。  
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